
件   名  亀山市営住宅条例の一部を改正
する条例  

建 設 部 
営繕住宅室 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

  市では、低所得者などの住宅困窮者の居住の安定の確保を図るため、亀山

市住生活基本計画（平成２１年３月策定）において、今年度末までに２００

戸の市営住宅を供給するという目標を定め、そのうち７０戸を民間が所有す

る賃貸共同住宅の活用により供給することとしています。  

このため、亀山市民間活用市営住宅事業により新たに借り上げる賃貸共同

住宅について、市営住宅として設置及び管理を行うこととするため、所要の

改正を行うものです。  

２ 改正内容  

  借上げによる市営住宅として、次の住宅を新たに設置します。  

 ＜別表第１関係＞

設置年度  名称  位置  構造  戸数  
平成２７
年度  

川合住宅  川合町５４３番地及び５
４４番地  

木造２階  ８  

平成２７
年度  

北鹿島台住宅 北鹿島町２番５－３―１
０１号、２番５－３－１
０２号、２番５－３－２
０１号及び２番５－３－
２０２号  

木造２階  ４  

平成２７
年度  

若山住宅  若山町１番７－１０１
号、１番７－１０２号、
１番７－１０３号、１番
７－１０５号、１番８－
２０１号、１番８－２０
２号、１番８－２０３号
及び１番８－２０５号  

木造２階  ８  

３ その他  

施行日は、公布の日とします。  

≪参考≫現在までの民間が所有する賃貸共同住宅の整備状況  
    平成２３年度 １０戸 （井田川駅前住宅）  
    平成２４年度 １０戸 （井田川駅前住宅）  
    平成２７年度  ５戸 （野村団地住宅）  
    合計     ２５戸

 
 



 

 

亀山市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２７年６月３０日  

       亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市条例第２８号  

 

   亀山市営住宅条例の一部を改正する条例  

 

 亀山市営住宅条例（平成１７年亀山市条例第１３５号）の一部を

次のように改正する。  

 別表第１の２の表に次のように加える。  

平成２７
年度  

川合住宅  川合町５４３番地及び５
４４番地  

木造２階 ８

平成２７
年度  

北鹿島台住宅 北鹿島町２番５－３－１
０１号、２番５－３－１
０２号、２番５－３－２
０１号及び２番５－３－
２０２号  

木造２階 ４

平成２７
年度  

若山住宅  若 山 町 １ 番 ７ － １ ０ １
号、１番７－１０２号、
１番７－１０３号、１番
７－１０５号、１番８－
２０１号、１番８－２０
２号、１番８－２０３号
及び１番８－２０５号  

木造２階 ８

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  


